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　今年は冬らしい日があまりないままもう春はすぐそこですね。
　元々は転勤族の生活をしていた私は、春はお別れの季節、そわそわしていた記憶が
あるのですが、指折り数えてみたら、福岡での生活ももう15年。税理士を目指して、金
融機関を退職してからずいぶんと経ったものです。
　15年も福岡に住んでいると気が付けばたくさんの仲間が周りにいて、皆さんに支えら
れている自分がいます。今年もそろそろ仲間とのお花見計画を立ててみようと思いま
す。
　

”走る税理士”が教える今月の税務・会計・法務マメ知識

「「「「今月今月今月今月のののの本本本本のののの紹介紹介紹介紹介」」」」 「「「「気気気気まぐれまぐれまぐれまぐれ簡単簡単簡単簡単レシピレシピレシピレシピ」」」」

＜空豆とホタルイカのガーリック炒め＞
白ﾜｲﾝに合う春らしいﾚｼﾋﾟです‼
・空豆　10本位→軽く塩茹で
・ｼﾞｬｶﾞｲﾓ　2個→下茹でして輪切り
・ﾎﾀﾙｲｶ　1ﾊﾟｯｸ→目を取り除く
・ﾆﾝﾆｸ　1かけ→みじん切り
・ｱﾝﾁｮﾋﾞ　1/2缶→みじん切り
①ﾌﾗｲﾊﾟﾝにｱﾝﾁｮﾋﾞ、ﾆﾝﾆｸを炒める。（ｱﾝﾁｮﾋﾞのｵｲﾙで）
②香りが出たら、具材を加えて炒める。
③黒ｺｼｮｳをふる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【調理師ハタモン】

　

　「FACT FULNESS（ﾌｧｸﾄﾌﾙﾈｽ」
 　（ｵｰﾗ・ﾛｽﾘﾝｸﾞ、ｱﾝﾅ・ﾛｽﾘﾝｸﾞ・ﾛﾝﾗﾝﾄﾞ　著・日経BP社）

　本書は、思い込みという本能心を乗り越え、日々起こる出来
事をデータを基に世界を正しく見る習慣について書かれた一
冊です。
　私自身は、本書を読んで「世界」というより、日常の「私自
身」の物事の捉え方について、本能心にとらわれることなく、
ﾌｧｸﾄﾌﾙﾈｽのﾏｲﾝﾄﾞで、事実に基づいた判断をしていかなけ
ればならないなと身にしみる思いをしました。ﾌｧｸﾄﾌﾙﾈｽ実践
の10のﾙｰﾙが参考になります。
　
　

　今年6月にいわゆる「ふるさと納税」制度が見直される予定です。
　見直し前に”閉店キャンペーン”と称して返礼品にギフト券をプレゼントする自治体もあるよう
です。現段階で分かっている見直し案についてご紹介します。

　

　””””総務大臣が指定したもののみが特例の対象になります総務大臣が指定したもののみが特例の対象になります総務大臣が指定したもののみが特例の対象になります総務大臣が指定したもののみが特例の対象になります””””
　平成31年度の税制改正大綱で、ふるさと納税制度の見直しの方向性が示されました。これまでの電化製品や旅行券などを返
礼品とする自治体への寄附は、特例から除外される可能性があります。
　総務大臣が適正と認める基準は以下のとおりです。

○寄附金の募集を適正に実施する自治体（返礼品の送付を過度に強調した広報を禁止するなど）
○返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす自治体
　・寄附金に対する返礼品の返礼割合を3割以下とする。
　・返礼品を地場産品とする。

　この改正は、平成31年6月1日以後にされた寄附金について適用することとされています。
　ふるさと納税制度は、寄附文化を日本に定着させるという目的から外れ、違った方向に走ってしまっている感がありますが、そう
はいってもより多くの特典が欲しいという方は、今年は早めに利用しておいた方が良さそうです。

　

　


